
条項 改正前 改正後 施行時期

（開発等事業の適用範囲）

第17条

◆条例第33条第３号に規定する環境に著しい影響を与えるおそれのある土地利用の変更及び工作物の設置等の範囲

は、別表第３に定めるところによる。

◆条例第33条第４号に規定する環境に著しい影響を与えるおそれのある土地利用の変更及び工作物の設置等の範囲

は、別表第３に定めるところによる。
公布の日から

（事前協議申請書）

第21条

◆事業者は、条例第37条第１項の規定により事前協議申請書（第23号様式）を提出するときは、条例第33条第１号

に該当する行為については別表第５に、同条第２号に該当する行為については別表第６に、同条第３号に該当する行

為のうち土地利用の変更については別表第７に、工作物の設置については別表第８に掲げる図書をそれぞれ添付する

ものとする。

◆事業者は、条例第37条第１項の規定により事前協議申請書（第23号様式）を提出するときは、条例第33条第１号

に該当する行為については別表第５に、同条第２号に該当する行為については別表第６に、同条第３号に該当する行

為については別表第７に、同条第４号に該当する行為のうち土地利用の変更については別表第８に、工作物の設置に

ついては別表第９に掲げる図書をそれぞれ添付するものとする。

令和５年４月１日から

（各課協議）

第22条第１項

◆条例第46条第１項に規定する軽微な変更は、別表第９に定めるものとする。

◆条例第46条第１項ただし書に規定する届出は、開発等事業変更届（第27号様式）に事業計画書及び第21条の規定

により提出した別表第５から別表第８までに掲げる図書のうち変更に係るものを添付するものとする。

◆条例第46条第１項ただし書に規定する軽微な変更は、別表第10に定めるものとする。

◆条例第46条第１項ただし書に規定する届出は、開発等事業変更届（第27号様式）に事業計画書及び第21条の規定

により提出した別表第５から別表第９までに掲げる図書のうち変更に係るものを添付するものとする。

令和５年４月１日から

（開発等事業の廃止）

第29条

◆事業主は、条例第34条により届出書を提出した開発等事業を廃止するときは、取下書（第28号様式）を提出する

ものとする。

◆条例第46条の２第１項の規定による届出は、廃止届（第28号様式）により行うものとする。
公布の日から

（大規模開発等事業構想の届

出）

第36条第２項・第３項

新規規定追加

◆条例第56条第３項の規定による協議は、大規模開発等事業構想事前相談カード（第35号の３様式。以下「相談

カード」という。）に必要な書類を添えて市長に提出し、行うものとする。

◆相談カードの提出があったときには、内容を確認の上、次の事項に該当する場合には、第１項の大規模開発等事業

構想届出書の提出及び次条から第46条までの手続を省略できる旨を届出者に通知するものとする。

・地区計画の都市計画決定手続において、当該地での事業の規模、配置、空地等の土地利用について周知していると

き。

・その他市長が大規模開発等事業構想の手続が不要と認めるとき。

公布の日から

（大規模開発等事業構想協

議）

第40条

◆事業者は、条例第64条第１項の規定により大規模開発等事業構想協議申請書（第39号様式）を提出するときは、

別表第10に掲げる図書を添付するものとする。

◆事業者は、条例第64条第１項の規定により大規模開発等事業構想協議申請書（第39号様式）を提出するときは、

別表第11に掲げる図書を添付するものとする。 公布の日から

（大規模開発等事業構想の廃

止）

第44条

◆事業主は、条例第56条第２項の規定により届出書を提出した大規模開発等事業構想を廃止するときは、取下書を提

出するものとする。 ◆条例第65条の２第１項の規定による届出は、廃止届により行うものとする。 令和５年４月１日から

（関連性が認められる事業

主）

第47条

◆条例第72条第１号ウの規則で定める関連性が認められる事業主は、次の各号のいずれかに該当する事業主とする。

ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

◆条例第72条第３号の規則で定める関連性が認められる事業主は、次の各号のいずれかに該当する事業主とする。た

だし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。 令和５年４月１日から

（一団の土地において２以上

のまちづくり案件を行う場合

の期間の算定）

第48条

◆条例第72条第１号の期間は、開発等事業、大規模開発等事業又は小規模開発等事業（以下「開発等事業等」とい

う。）についての第31条の検査済証の交付日又は条例第69条の適合通知書の交付日の翌日を基準日として３年間と

する。ただし、条例第72条第１号イの土地所有者が同一であった土地については、相続による所有権移転登記の日か

ら１年間とする。

◆条例第72条第２号に規定する３年以内とは、隣接する先に行われた開発等事業等についての第31条の検査済証の

交付日又は条例第69条の適合通知書の交付日の翌日から後に行われる開発等事業等の条例第34条の開発等事業届出

書又は条例第67条第２項の小規模開発等事業届出書の提出日までの期間をいうものとする。この場合において、条例

第56条第２項の大規模開発等事業構想届出書の提出を行う場合は、先に行われた開発等事業等についての第31条の

検査済証の交付日又は条例第69条の適合通知書の交付日の翌日から後に行われる大規模開発等事業についての条例第

56条第２項の大規模開発等事業構想届出書の提出日までの期間をいうものとする。

◆条例第72条に規定する規則で定める期間とは、先に行われた開発等事業、大規模開発等事業又は小規模開発等事業

（以下「まちづくり案件」という。）についての第31条の検査済証の交付日又は条例第69条の適合通知書の交付日

の翌日から行われるまちづくり案件の条例第34条の開発等事業届出書、条例第56条第２項の大規模開発等事業構想

届出書又は条例第67条第２項の小規模開発等事業届出書の提出日までの期間が３年以内のものをいう。ただし、条例

第72条第２号の土地所有者が同一であった土地において、相続による場合には、当該相続による所有権移転登記の日

から１年以内とする。
令和５年４月１日から

（廃止）

第54条

◆市長は、自己都合により開発等事業の手続が滞っている場合は、事業の取下げを求めることができる。 ◆市長は、自己都合により開発等事業の手続が滞っている場合は、事業の廃止を求めることができる。
公布の日から

狛江市まちづくり条例施行規則を改正しました！ ～令和４年10月20日公布～

開発等事業や小規模開発等事業の手続に関する様式を一部修正しています。

【市政情報＞狛江のまちづくり＞まちづくり条例＞狛江市まちづくり条例に基づく開発等事業、大規模開発等事業、小規模開発等事業の手続き】に様式のデータがございますので、御参照ください。


